
●【ネット de賃金】通勤手当非課税限度額引き上げへの対応 

11/20 施行、4/1 遡及適用となる「通勤手当非課税限度額引き上げ」について、別紙のとおり通勤手当マスタの

更新が必要となる他、年末調整での対応が必要となります。 

★自動車等の通勤者があり、片道 10km以上の方について、非課税限度額を超える額の通勤手当（課税通勤手当）

を支給している場合のみ、対象者への対応が必要です。 

対象者がいない場合は、対応不要ですので、通常通りネット de賃金をご使用ください。 

★以下は、ネット de賃金を用いて、自社で年末調整まで行う場合の対応です。 

 年末調整のみ税理士様に委託している場合は、税理士様にご相談ください。 

※「集計表」「内訳表」の情報を税理士様にご提供いただくことになると思われます 

 

★上記対象者がいる場合は、まずハーモニーの担当者にご連絡ください。 

以下の手順で使用するデータが入った ZIPファイルをご提供します。 

 

ZIPファイルの中に CSVが 2つ入っています。 

 

「集計表」 ※K列「差額」の欄に金額が表示されている従業員は、修正対応が必要です 

 

「内訳表」 ※マスタ情報と、実支給の情報が個人別・月別に出力されています。確認用に参照します。 

 
給与計算→年末調整→年調データを入力する→年末調整計算一括→「取込」 

 

取込元ファイルに「集計表」CSVをアップロードします 

→ファイルから項目取得→「自動選択」（年度、事業所コード、従業員コードが一致） 

→「差額」と「累計調整非課税支給額」を「変換指定」します 

→設定名称を付けて、「新規」→「設定登録」 

→「取込」 



 

念のため確認してから「登録」 

 

年調データを入力する→年末調整個別入力 

取り込んだ額は、給与の累計支給額から差し引かれています。 

 

 

★この反映は、在職者の年末調

整だけです。 

中途退職者の源泉徴収票再交付

は、次頁の手順にしたがって、別

の対応が必要です。 

  



＜退職者源泉徴収票の再交付＞ 

賞与計算を使って調整差額を計上します。 

賞与支給項目→「課税調整」「非課税調整」を作成します。 

・課税調整…【区分＝課税、雇保非対象、社保非対象】 

・非課税調整…【区分＝非課税、雇保非対象、社保非対象】 

 

賞与支給日を追加します。 

→名称（例）「通勤手当調整」、仮に 11/30支給とします。 

 

 

対象者を「退職」→「在職」にします。 

 

「課税調整」にマイナス値で、「非課税調整」にプラス値で、誤差額を入力します。 

（人数が多い場合は、汎用 CSV取込で対応します） 

★これにより課税累計額が減ります 

 

 

 

賞与計算を登録、保存します。 

 

対象者を「在職」→「退職」にします。 

 

源泉徴収票（退職者源泉）を出力して、 

退職者へ交付します。 

 

 

 


